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３ 報告事項 

１）今年度の⼯事状況と今後の⼯事予定 

・昨年９⽉より上段及び中段広場⼯事として、⼟壌対策⼯事、擁壁⼯事、仮設通路⼯事を実施しまし
た。 

・⼩学校側の擁壁⼯事は、⼟壌対策⼯事実施し、予定通り⼯事を実施しました。 
・仮設通路⼯事は年度内に⼯事を完了し、4 ⽉ 1 ⽇から開放します。 
 
 
 
 
 
 

 
⼩学校側擁壁整備状況（令和 6 年 3 ⽉ 27 ⽇現在） 

 
東郷元帥記念公園改修⼯事 ⼯事⼯程案 

 
項目 令和４年度（2022 年度） 令和５年度（2023 年度） 令和６年度（2024 年度） 令和７年度（2025 年度） 

協議会他 

６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 

                

上段・中段 

広場工事 

                

 

 

 

 

▽本日（3/28） 

公
園
完
成
予
定 

◆第 21 回協議会 ◆第 22 回協議会 

■第２回イベント 

撤去⼯事 

⼟留め調査・検討 

⼟壌⼿続き・準備⼯事 ⼟壌対策⼯事 

仮設通路⼯事 

擁壁⼯事 

公園改修⼯事 

7 ⽉上段広場先⾏開放予定 

地元調整 

７⽉〜⼟壌対策⼯事 

◆第 23 回協議会 ◆第 24 回協議会 

仮設通路開放期間 

⼟壌⼿続き・準備⼯事 ⼟壌対策⼯事 
（中段広場⼯事） （上段広場⼯事） 
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３ 報告事項 

■全体計画平⾯イメージ 

 

 

 

番
町

学
園

通
り

 

九段⼩学校 

東郷坂 

中段広場 

上段広場 

下段広場 

⼆
七

通
り

 

令和 8 年 4 ⽉ 開放予定 

令和 4 年 4 ⽉より開放 

令和 7 年 7 ⽉ 先⾏開放予定 

仮設通路 
開放期間：令和６年４⽉１⽇〜令和７年９⽉頃 

番町学園通り⼝ 
⼆七通り⼝ 

東郷坂⼝ 

仮設通路開放時の⼈の流れ 

有効幅員：約 3.0ｍ 

有効幅員：約 1.8~2.0ｍ 
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３ 報告事項 

■中段広場整備イメージ ■上段広場整備イメージ 

  

  

南側より望む 

⼆七通り⼝より望む 

こども池より望む 

北側より望む 
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３ 報告事項 

２）⼟壌対策⼯事状況 
・昨年９⽉より上段・中段広場の⼟壌汚染対策法に基づく指定区域において、基準値超過⼟壌の掘

削除去及び良質⼟による埋戻し等の⼟壌対策⼯事を実施しました。 
・今年度の⼯事実施結果は右図の通りです。⼯事を実施した 19 区域のうち 7 区域については区域内

の基準値超過⼟壌をすべて除去できたため、区域指定が解除になりました（3 ⽉ 6 ⽇東京都公報
において区域指定⼀部解除について告⽰）。 

・⼆七通り出⼊⼝付近の３区域については、樹⽊のそばを⼯事⾞両等が頻繁に通⾏する区域であり、
⾞両の振動や締固めによる根への影響が懸念されるため、根の切断を伴う⼟壌対策⼯事は⾏わず、
中段広場⼯事開始前の令和７年７⽉頃より⼯事を実施する予定です。 

・区域指定解除が⾏われなかった区域の樹⽊周りについては、公園改修⼯事において、封じ込め対
策・拡散防⽌対策等の⼟壌対策⼯事を⾏う予定です。 

■公園改修⼯事における保全樹⽊に対する対策⽅針 

①含有量基準値超過区域：基準値超過⼟壌に直接触れないよう対策を⾏う区域 
→基準値超過⼟壌が残った範囲に砕⽯（厚さ 50 ㎝を）敷いて封じ込めを⾏うことで、摂取経路を

物理的に遮断します。 
 
 
 
 
 
 

封じ込め対策概念図              封じ込め事例（下段広場） 

②溶出量基準値超過区域：周辺に飲料⽤井⼾がなく、また地下⽔位が⼟壌⼊替深度よりも深いた
め、⾵等による⼟壌の拡散を防ぐ対策を⾏う区域 
→基準値超過⼟壌が残った範囲に良質⼟（厚さ 10 ㎝）を敷き、⼟壌の拡散を防⽌します。 
 
 
 
 
 
 
 

拡散防⽌対策概念図           拡散防⽌対策事例（下段広場） 

 

■⼟壌対策⼯事範囲と今後の対策⽅針 

 
 

 

基準値超過土壌 良質土良質土

良質土もしくは客土 

(厚さ 10 ㎝以上） 

良質土良質土

砕石(厚さ 50 ㎝以上） 

基準値超過土壌
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３ 報告事項 

３）仮設通路⼯事及び開放について 

公園の完成が延伸することから、東郷坂沿いに通勤通学者⽤の仮設通路を整備しました。 

【仮設通路概要】 
・東郷坂からの出⼊⼝部分を除き、完成後のスロープと同じ幅員 3ｍ、勾配 8％の通路となっていま

す。 
・仮設通路は⼯事区域内に整備するため、東郷坂の出⼊⼝と下段広場側にゲートを設置します。 

【仮設通路運⽤⽅針】 
・仮設通路は平⽇の朝７時から⼣⽅ 17 時までの開放とし、開放中はそれぞれのゲート付近に警備員

が常駐します。 
・歩⾏者のみが通⾏できます。⾃転⾞、キックボード等を利⽤しての通⾏はできません。 
・開放時間外及び⼟⽇祝は閉鎖となります。 
・開放予定期間は、令和６年４⽉１⽇〜令和７年９⽉頃（中段広場⼯事開始まで）予定となっていま

す。 
 
 
 
 
 
■仮設通路概要 

 
 

 
■仮設通路整備状況 

＜通路内（北側より望む）＞ ＜通路内（南側より望む）＞ 

＜東郷坂側ゲート＞ ＜下段広場側ゲート＞ 

 
 

＜標準断⾯図＞ ＜平⾯図＞ 


